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上
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し
て
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進
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の
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迎
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れ
が
テ
レ
ビ
放
送
の
デ
ジ
タ
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化
で

す
。
50
年
以
上
も
続
け
た
ア
ナ
ロ
グ

放
送
を
思
い
切
っ
て
終
了
し
、
デ
ジ

タ
ル
放
送
に
完
全
に
移
行
し
ま
す
。

　
平
成
13
年
の
電
波
法
改
正
に
よ
り
、

ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放
送
に
よ
る
周
波

数
の
使
用
を
10
年
以
内
に
停
止
す
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま

え
て
作
成
さ
れ
た
放
送
用
周
波
数
使

用
計
画
（
チ
ャ
ン
ネ
ル
プ
ラ
ン
）
な

ど
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
期
限
を
平

成
23
年
（
2
0
1
1
年
）
7
月
24
日

と
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

2011年

7月24日までにアナログテレビ

放送は終了し、デジタル放送に

完全に移行します

アナログ放送終了告知シール

　現在市販されているテレビや録画機器など
で、アナログ放送にしか対応していないもの
には、それぞれシールが貼付され、または、
マークが表示されています。
　アナログテレビ放送終了後にテレビで地上
デジタル放送をご覧になる場合には、以下の
いずれかの対応が必要になります。
※アナログチューナー搭載の車載テレビやパ
ソコンも含まれます。

地上デジタルテレビ放送を視聴するには

テレビを買い換える デジタルチューナーを買い足す ケーブルテレビで視聴する

　現在アナログテレビをお使いの方
は、地上デジタルテレビをお買い求
めになれば、ハイビジョンの高画質
やデータ放送などのデジタル機能を
お楽しみいただけます。テレビによ
って、機能、特徴などが異なりますの
で、詳しくは店頭でご確認ください。
※UHBアンテナの設置が別途必要な
場合があります。

　現在お使いのアナログテレビをアナ
ログ放送終了後もそのままお使いにな
る場合は、デジタルチューナーを買い
足す必要があります。なお、チューナ
ーによっては一部のデジタル機能が使
用できなかったり、お使いのテレビの
機種によってはハイビジョン放送をお
楽しみいただけない場合もあります。
※UHBアンテナの設置が別途必要な場
合があります。

　ケーブルテレビ専用のセットトップボ
ックスを使用し、現在お使いのアナログ
テレビで地上デジタル放送をご覧になれ
る場合があります。ケーブルテレビによ
っては、地上デジタルテレビやデジタル
チューナーが必要な場合もございますの
で、詳しくはお近くのケーブルテレビ局
にお問い合わせください。

地上デジタルチューナー搭載機器ロゴマーク

　現在市販されているテレビや録画機器などで、

地上デジタル放送に対応しているかどうかを見

分けるには、このマークを目印にしてください。

私

機能、特徴が
いろいろありますので、
詳しくは店頭で
お確かめください。

この黄色のシールが
あるものは、そのままでは

デジタル放送が
見られないのね。

　テレビ調査人や工事

人を名乗って不正請求

を行ったり、郵便によ

る振り込め詐欺（架空

請求）を行ったりする

例がおきています。地

上デジタル放送に関す

る誤った情報や不十分

な情報にもとづいて関

連商品・サービスを売

りつける悪徳商法にご

注意ください。
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http://soumu.go.jp/
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悪徳商法に

ご注意ください


